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JAでは、貯金をはじめ、ご融資や、振込・口座振替などのニーズに応えることはもちろん、JAグループ全体のネットワークと
総合力で、地域の皆さまにより身近で、より便利なメインバンクとなることを目指しています。
（JAは全国津々浦々に民間最大の店舗網を展開しています。）

JAの貯金や振込・口座振替等は、どなたでもご利用いただけます。さらに、JAの店舗が所在する地域の皆さまであれば、
一定の手続きをおとりいただくことにより、ご融資などのサービスを受けることもできます。

当組合は、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を
遵守し、組合員・利用者の皆さまの立場に立った勧誘に努めるとともに、より一層の信頼をいただけるよう努めてまいります。

１.組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と
情報の提供を行います。

２.組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
３.不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くよう
な説明は行いません。

４.お約束のある場合を除き、組合員・利用者の皆さまにとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話による勧誘は行いません。
５.組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。

　「JAバンクシステム」とは、組
合員・利用者から一層信頼され
利用される信用事業を確立する
ために、「再編強化法（農林中央
金庫及び特定農水産業協同組
合等による信用事業の再編及
び強化に関する法律）」に則り、
JAバンク会員（JA・信連・農林中
金）総意のもと「JAバンク基本
方針」に基づき、JA・信連・農林
中金が一体的に取り組む仕組
みです。

　「JAバンク・セーフティーネッ
ト」とは、JAバンク独自の制度
である「破綻未然防止システ
ム」と、公的制度である「貯金保
険制度（農水産業協同組合貯金
保険制度）」との2重のセーフテ
ィーネットによって、組合員・利
用者の皆さまにより一層の安心
をお届けする仕組みです。

万全の体制で組合員・利用者のみなさまに、より一層の「安心」と「便利」をお届けします。

貯金保険制度破綻未然
防止システム

●農水産業協同組合が貯金等の払出しができ
なくなった場合などに、貯金者等を保護し、ま
た、資金決済の確保を図ることによって、信
用秩序の維持に資することを目的とする制度
です。貯金保護の範囲は「預金保険制度」と
同じです。貯金業務を取扱う全てのJA・県信
連・農林中央金庫などが加入しています。

●全国のJAバンクが協力して個々のJAを支援
する、独自の制度である「相互援助制度」を
一層充実・強化しています。
●「破綻未然防止システム」とはJAの経営状況
のチェック（モニタリング）、経営改善への取
組み、「JAバンク支援基金」によるサポート
を行う仕組みです。
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・JAバンク支援基金等による資本
 注入などのサポート等

・実質的に一つの金融機関として機能
 するような運営システムの確立
・共同運営システムの利用
・全国どこでも統一された良質で高度
 な金融サービスの提供
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金融サービスの提供の充実
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再編強化法…（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）

JAバンク・セーフティーネット

１  素敵な笑顔と元気な挨拶をもって組合員にサービスを提供する。
２  「農」を中心とした豊かな地域づくりに貢献する。
３  組合員が安心して生活できる地域づくりに貢献する。
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皆様の大切な貯金を、JA独自の制度で守っています。

JA十日町・金融商品の勧誘方針

JAは、どなたでもご利用いただけます。

JAは、地域の皆さまのための身近で便利なバンクです。
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ミニディスクロージャー誌

経営理念

JA十日町
本店所在地
設　　　立
総　資　産
出　資　金
店　舗　数
職　員　数

新潟県十日町市高田町六丁目６４１番地1
平成10年3月1日
1,583億2,795万円
26億8,276万円
本店・9支店
316名
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資産査定と保全の状況 金融再生法開示債権 リスク管理債権
（単位：千円）

※「金融再生法開示債権」とは、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第４条の規定による開示債権です。
※「リスク管理債権」は農業協同組合法施行規則第204条第1項第1号ホ（２）の規定によるものであり、貸出金の元金を対象としています。
※「貸出金に準ずる債権」とは、購買未収金等の貸出金に準ずる債権ならびに貸出金等に係る未収利息です。
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■貯金残高は前年を上回り、前年対比１０４．１％となりました。
■貸出金残高は前年を上回り、前年対比１０５．１％となりました。 平成31年2月末 令和3年2月末令和2年2月末

■上記数値は、信用事業を含めた全事業の合計額です。
■令和２年度は農林年金の特例業務負担金引当金の特別損失
　への計上のため、当期損失金を計上しております。
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当JAは、資産査定の実施にあたり、債務の履行状況とお客様の財務状況により、厳格な資産査定を実施しております。
不良債権比率は３１年２月末２．６７％、２年２月末２．６２％、３年２月末２．６１％、となっております。
今後も当JAは、お客様への提案・アドバイス等により、不良債権の発生防止に努め、健全経営に努めます。

平成31年2月末
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※自己資本比率とは、総資産に占める自己資本の割合であり、JAの健全性・
　安全性を示す重要な指標のひとつです。

　JA十日町では、組合員の皆様の大切な財産をお預かりするにあたり、組織の財務基盤を安定・強化するため、自己資本の充実に努
めています。また日頃、債権管理に万全を期すとともに法令を遵守し、基準に基づいた引当処理を実施しております。
　令和３年２月末の自己資本比率は２０．４４％で、国内基準（４%以上）および国際統一基準（８％以上）を大きく上回る、健全で安心
いただける財務内容となっております。

　ＪＡグループは、金融庁より公表されている「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択するとともに、組合員・利用者の皆さまの
安定的な資産形成に貢献するため、以下の取組方針を制定いたしました。

１．お客さまへの最適な商品提供
（１）お客さまに提供する金融商品は、特定の投資運用会社に偏ることなく社会情勢や手数料の水準等も踏まえたうえで、お客さまの

多様なニーズにお応えできるものを選定します。

２．お客さま本位のご提案と情報提供
（１）お客さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的に合わせてお客様にふさわしい商品をご提案いたします。
（２）お客さまの投資判断に資するよう、商品のリスク特性・手数料等の重要な事項について分かりやすくご説明し、必要な情報を十分

にご提供します。
（３）お客さまにご負担いただく手数料について、お客さまの投資判断に資するように、丁寧かつ分かりやすい説明に努めます。

３．利益相反の適切な管理
（１）お客さまへの商品選定や情報提供にあたり、利益を不当に害することがないように、「利益相反管理方針」に基づき適切に管理

します。

４．お客さま本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築
（１）研修による指導や資格取得の推進を通じて高度な専門性を有し誠実・公正な業務を行うことができる人材を育成し、お客さま本

位の業務運営を実現するための態勢を構築します。

JAバンクは地域に根ざした金融機関です。

自己資本比率の推移

開示債権の状況

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

主要資産負債の推移

収益の推移


